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(57)【要約】
【課題】水或いはお湯を加え簡単に攪拌するだけで容易に優れた食味と物性の安定性及び
優れた咀嚼・嚥下特性を付与した粥状食品を調製できる即席粥状食品の素及び該即席粥状
食品の素を用いて調製した即席粥状食品を提供すること。
【解決手段】せん断による物理的低粘度化処理、又は酵素、酸或いは酸化剤による低分子
化処理により、うるち米アルファ粉１重量部に水１０重量部を加えたときの粘度が５０～
６００ｍＰａ・ｓの範囲となるように調整した低粘度化うるち米アルファ化物を主成分と
する、水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れ
た咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の素、該即席粥状食品の素を用いる即席粥状食
品の製造方法、及び該即席粥状食品の製造方法を用いて製造した即席粥状食品からなる。
本発明の即席粥状食品は、咀嚼・嚥下特性に優れ、咀嚼・困難者にも供することができ、
また、固さや物性、カロリーを調整することができ、更に喫食中に経時的な粘度変化を生
じない即席粥状食品を提供する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　せん断による物理的低粘度化処理、又は酵素、酸或いは酸化剤による低分子化処理によ
り、うるち米アルファ粉１重量部に水１０重量部を加えたときの粘度が５０～６００ｍＰ
ａ・ｓの範囲となるように調整した低粘度化うるち米アルファ化物を主成分とすることを
特徴とする、水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物性の安定性及
び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の素。
【請求項２】
　低粘度化うるち米アルファ化物が、うるち米アルファ粉１重量部に水１０重量部を加え
たときの粘度が７０～３００ｍＰａ・ｓの範囲に調整されていることを特徴とする請求項
１記載の水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物性の安定性及び優
れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の素。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の低粘度化うるち米アルファ粉９０～４０重量部に、ＤＥ１～２４
の澱粉分解物１０～６０重量部とを配合した配合物を主成分とすることを特徴とする水又
はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥
下特性を付与する即席粥状食品の素。
【請求項４】
　低粘度化うるち米アルファ化物９０～６０重量部に、ＤＥ１～２４の澱粉分解物１０～
４０重量部とを配合した配合物を主成分とすることを特徴とする請求項３記載の水又はお
湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特
性を付与する即席粥状食品の素。
【請求項５】
　澱粉分解物がＤＥ１～１８のデキストリンであることを特徴とする請求項３又は４に記
載の喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品
の素。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか記載の即席粥状食品の素に、水又は湯を添加し、攪拌・混合す
ることによって調製することを特徴とする喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀
嚼・嚥下特性を付与した即席粥状食品の製造方法。
【請求項７】
　低粘度化うるち米アルファ化物の粘度の調整により、粥状食品の粘度、凝集性を調節す
ることを特徴とする請求項６記載の喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥
下特性を付与した即席粥状食品の製造方法。
【請求項８】
　即席粥状食品の素に、ゲル化剤を添加することによりゼリー状食品として調製するか、
或いはトロミ剤を添加することによりとろみのついた食品として調製したことを特徴とす
る請求項６又は７記載の喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付
与した即席粥状食品の製造方法。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか記載の即席粥状食品の製造方法によって製造された喫食調製時
の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与した即席粥状食品。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物性の安定性及
び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する新規な即席粥状食品の素、及び該即席粥状食品の素を
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用いて調製した即席粥状食品に関する。特に、本発明は、低粘度化したうるち米粉のアル
ファ化物又は低粘度化したうるち米のアルファ化物と澱粉分解物とを配合した配合物を主
成分とすることにより、水或いはお湯を加え簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物
性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の素、及び該即席粥状食品
の素を用いて調製した即席粥状食品に関する。すなわち、本発明は、本発明の即席粥状食
品の素を用いることにより食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与した粥状
食品を容易に調製し、しかも、粥状食品が、咀嚼・嚥下特性に優れ、咀嚼・嚥下困難者に
も供することができ、また、喫食者の好みに応じて、固さや物性、カロリーを調節するこ
とができ、更に、喫食中に経時的な粘度変化を生じない即席粥状食品を提供することに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　古くより米飯を主食とする日本の食文化にあって、老人や病人の食事としてはお粥が受
け入れやすいものである。しかし、お粥は米を多量の水で煮る必要があり時間と手間を要
し、カロリーも米飯よりもかなり低くなる。そこで、従来より、喫食時に容易に復元が可
能な各種の即席粥が開示されている。例えば、白糠、カルシウム化合物、マンナン、グル
コノデルタラクトンを原料として、膨化・成形して、米様の粒状物の乾燥品としたもの（
特開平５－１２３１２１号公報）や、精米又は玄米に、プロテアーゼを添加、処理した後
、煮熟して得られた粥を、真空凍結乾燥処理したもの（特開平６－３０３９２７号公報）
や、洗浄、浸漬した米を、スープと共に加熱して粥としたものを凍結乾燥したもの（特開
平９－６５８４４号公報）や、蒸米に調味液を添加して、更に蒸して粥化した蒸米を水分
含量１０％以下になるまで乾燥させたもの（特開２００３－６１５９７号公報）等が開示
されている。
【０００３】
　また、老人や病人の食事として、お粥の咀嚼・嚥下特性を改善したものも提案されてい
る。すなわち、老人や病人にとって、お粥の咀嚼・嚥下に負担をかける場合があり、特に
、咀嚼・嚥下困難者に供するには米粒が誤嚥の原因になるため、炊いたお粥を更にミキサ
ーにかけてペーストにする必要がある。しかし、喫食に際して、炊いたお粥を更にミキサ
ーにかけてペーストにするような処理は、手間がかかり、提供者にとって負担の大きい食
事になっている。一方、お粥をミキサーにかけたものは、のどに付着し飲み込みにくいな
どの問題点が指摘されている。このような負担を軽減すべく提案がなされている。
【０００４】
　例えば、特開２００２-５１７１２号公報には、種々の食材をα化して乾燥した乾燥食
材が提案され、その中の一つに米又は米粉を加熱処理してα化した後乾燥し、粉末、顆粒
又はフレーク状に形成した乾燥食材が開示されている。該乾燥食材は、水や湯を加えるだ
けで容易にペースト状のお粥として調製することができることが示されており、簡易に嚥
下障害者用の食事を作ることができることが記載されている。該乾燥食材の調製に際して
は、増粘多糖類からなる糊料を加えることにより、乾燥食材の粘性をより容易に調整する
ことができることが記載されているが、老人や病人の食事にはかなりの時間を要し、米又
は米粉を単にα化したものではそれに多糖類で粘度調節したものであっても喫食中に経時
変化を生じるのは避けられない。
【０００５】
　また、特開２００２-１７２７５号公報及び特開２００３-４７４１５号公報には、咀嚼
・嚥下困難者等に供することができる嚥下容易な粥状食品の素が開示されている。すなわ
ち、特開２００２-１７２７５号公報には、α化米又はその粉末に澱粉粉末とゼラチン粉
末を配合してなる嚥下容易な粥状食品の素が開示されている。しかし、該粥状食品の素か
ら調製された粥状食品は、その喫食に際して、温度低下とともに経時変化が大きくなり、
その味覚の低下と共に、嚥下特性の低下を来たすような物性の変化が避けられない。更に
、特開２００３－４７４１５号公報には、乾燥α化米の粉末を焙煎することにより調製し
た即席粥の素が開示されている。しかし、該即席粥の素は、成分としてα化米のみから構
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成されているので、該即席粥の素から調製される粥は、上記の場合と同様に、喫食に際し
て経時変化が避けられない傾向がある。なお、ここで言う経時変化とは、経時的に粘度が
高くなっていくということを意味するものである。
【０００６】
　一方で、咀嚼ができ難い病人などに対する栄養補給に各種濃厚流動食が開発されている
。その中に米をベースにしたもので、更に、デキストリンを添加した米ベース流動食が開
示されているものがある（特開２００２-６５１８２号公報）。該米ベース流動食は、咀
嚼ができ難い病人などに対する栄養補給に開発されたものであるが、さらっとした飲み口
を有することと、同時に米独特の食味を有する米ベース流動食であることが示されている
。しかしながら、濃厚流動食に求められる要件はお粥に求められるものと全く異なる。す
なわち、濃厚流動食は、液体状のものを容器詰めしたものであることから、その物性は粥
状の食品とは相違し、また、該米ベース流動食においては、その調製に際してデキストリ
ンが添加されているが、添加されているデキストリンは、主として炭水化物成分を補う目
的で使われており、米ベース流動食の経時変化を抑える目的のような物性の改善の目的で
使用されているものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平５－１２３１２１号公報。
【特許文献２】特開平６－３０３９２７号公報。
【特許文献３】特開平９－６５８４４号公報。
【特許文献４】特開２００２-１７２７５号公報。
【特許文献５】特開２００２-５１７１２号公報。
【特許文献６】特開２００２-６５１８２号公報。
【特許文献７】特開２００３－６１５９７号公報。
【特許文献８】特開２００３-４７４１５号公報。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、喫食調製時の優れた食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を
付与する新規な即席粥状食品の素を提供することにある。特に、水或いはお湯を加えるだ
けで容易に優れた食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与した粥状食品を調
製することができ、咀嚼・嚥下困難者にも供することができる即席粥状食品の素及び該即
席粥状食品の素を用いて調製された即席粥状食品を提供すること、すなわち、喫食者の状
態に応じて、粘度などの物性、またはカロリーを調節することができ、喫食中に状態の変
化を生じなく、更に、米特有の風味を保持した即席粥状食品の素、及び該即席粥状食品の
素を用いて調製された即席粥状食品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、上記の課題を解決すべく、鋭意検討する中で、せん断による物理的低粘度
化処理、又は酵素、酸或いは酸化剤による低分子化処理により特定粘度範囲に低粘度化し
たうるち米粉のアルファ化物を主成分とすることにより、水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌す
るだけで喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状
食品の素を調製することができることを見出し、本発明を完成するに至った。更に該低粘
度化したうるち米のアルファ化物と特定のＤＥ値の澱粉分解物とを特定の配合割合で配合
した配合物を主成分として即席粥状食品の素を調製することにより、優れた食味と物性の
安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与した粥状食品を容易に調製することができる即席
粥状食品の素を製造することができることを見出し、本発明をなすに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は、せん断による物理的低粘度化処理、又は酵素、酸或いは酸化剤に
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よる低分子化処理により、うるち米アルファ粉１重量部に水１０重量部を加えたときの粘
度が５０～６００ｍＰａ・ｓの範囲となるように調整した低粘度化うるち米アルファ化物
を主成分とすることを特徴とする、水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の
食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の素、該即席粥状
食品の素を用いる即席粥状食品の製造方法、及び該即席粥状食品の製造方法を用いて製造
した即席粥状食品からなる。本発明の即席粥状食品の素を用いて調製した粥状食品は、咀
嚼・嚥下特性に優れ、咀嚼・困難者にも供することができ、また、喫食者の好みに応じて
、固さや物性、カロリーを調整することができ、更に喫食中に経時的な粘度変化を生じな
い即席粥状食品を提供する。
【００１１】
　粥状食品は老人や病人の食事として利用されるため、咀嚼・嚥下特性に優れ、咀嚼・困
難者にも供することが望まれる。また、喫食者の好みに応じて、固さや物性、カロリーを
調整することができることが望ましく、また、食味の良さと共に、栄養面でもカロリーの
保持が要求される。更に喫食中に経時的な粘度変化を生じないことが重要となる。粥状食
品は、粘度を下げることだけを追求すれば、お粥の含有水分を多くすればよいことになる
が、水分量を多くすれば、栄養面での摂取カロリーが低くなる。したがって、栄養的なカ
ロリーを保持し、しかも、粘度を低くした粥を調製するには、水分を増やさず、栄養的な
カロリーを保持しながら、粘度を低くすることが重要となる。そこで、本発明においては
、上記のような条件を備えた粥状食品について鋭意検討する中で、低粘度化したうるち米
のアルファ化物、又は該低粘度化したうるち米のアルファ化物と特定のＤＥのデキストリ
ンのような澱粉分解物を配合した配合物を主成分とすることにより、上記のような条件を
満足し、低粘度でありながら全粥と同等のカロリーを保持した粥状食品及び該粥状食品を
調製するための即席粥状食品の素の開発に成功した。
【００１２】
　本発明において、即席粥状食品の素において主成分として用いられる低粘度化したうる
ち米粉のアルファ化物としては、エクストルーダー、マイクロ波加熱等による熱とせん断
により物理的に低粘度化する方法により調製された低粘度化うるち米粉アルファ化物、及
び酵素又は酸、酸化剤により低分子化した後ドラムドライアによりα化する方法、α化と
同時に酵素により低粘度化して乾燥された低粘度化うるち米粉アルファ化物を挙げること
ができる。本発明の即席粥状食品の素において、低粘度化したうるち米のアルファ化物の
粘度は、うるち米粉アルファ化物１重量部に水１０重量部を加えたときの粘度が５０～６
００ｍＰａ・ｓの範囲のものが用いられるが、該粘度が７０～３００ｍＰａ・ｓの範囲に
調整されているものが、特に好ましい。
【００１３】
　また、本発明の即席粥状食品の素においては、その主成分として、上記低粘度化したう
るち米のアルファ化物とＤＥ１～２４の澱粉分解物とを配合した配合物を用いることがで
きる。かかる場合の低粘度化したうるち米のアルファ化物とＤＥ１～２４の澱粉分解物と
の配合割合は、低粘度化うるち米アルファ粉９０～４０重量部に、ＤＥ１～２４の澱粉分
解物１０～６０重量部の割合が好ましい。特に好ましい低粘度化したうるち米のアルファ
化物とＤＥ１～２４の澱粉分解物との配合割合としては、低粘度化うるち米アルファ化物
９０～６０重量部に、ＤＥ１～２４の澱粉分解物１０～４０重量部との配合割合を挙げる
ことができる。また、本発明の即席粥状食品の素の調製に用いられる特に好ましい澱粉分
解物としては、ＤＥ１～１８のデキストリンを挙げることができる。
【００１４】
　本発明は、本発明の即席粥状食品の素に、水又は湯を添加し、攪拌・混合することによ
って調製することからなる、喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性
を付与した即席粥状食品の製造方法を包含する。本発明の即席粥状食品の製造方法におい
ては、主成分として用いる低粘度化うるち米アルファ化物の粘度を調整することにより、
粥状食品の粘度、凝集性を調節することができる。
【００１５】
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　本発明の即席粥状食品の製造方法においては、即席粥状食品の素に、ゲル化剤を添加す
ることによりゼリー状食品として調製するか、或いはトロミ剤を添加することによりとろ
みのついた即席粥状食品として調製することができる。本発明は、本発明の即席粥状食品
の製造方法によって製造された喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特
性を付与した即席粥状食品を包含する。
【００１６】
　すなわち具体的には本発明は、〔１〕せん断による物理的低粘度化処理、又は酵素、酸
或いは酸化剤による低分子化処理により、うるち米アルファ粉１重量部に水１０重量部を
加えたときの粘度が５０～６００ｍＰａ・ｓの範囲となるように調整した低粘度化うるち
米アルファ化物を主成分とすることを特徴とする、水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけ
で喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の
素や、〔２〕低粘度化うるち米アルファ化物が、うるち米アルファ粉１重量部に水１０重
量部を加えたときの粘度が７０～３００ｍＰａ・ｓの範囲に調整されていることを特徴と
する上記〔１〕記載の水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物性の
安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の素や、〔３〕上記〔１〕又は
〔２〕記載の低粘度化うるち米アルファ粉９０～４０重量部に、ＤＥ１～２４の澱粉分解
物１０～６０重量部とを配合した配合物を主成分とすることを特徴とする水又はお湯を注
ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付
与する即席粥状食品の素や、〔４〕低粘度化うるち米アルファ化物９０～６０重量部に、
ＤＥ１～２４の澱粉分解物１０～４０重量部とを配合した配合物を主成分とすることを特
徴とする上記〔３〕記載の水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物
性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の素や、〔５〕澱粉分解物
がＤＥ１～１８のデキストリンであることを特徴とする上記〔３〕又は〔４〕に記載の喫
食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の素か
らなる。
【００１７】
　また、本発明は、〔６〕上記〔１〕～〔５〕のいずれか記載の即席粥状食品の素に、水
又は湯を添加し、攪拌・混合することによって調製することを特徴とする喫食調製時の食
味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与した即席粥状食品の製造方法や、〔７
〕低粘度化うるち米アルファ化物の粘度の調整により、粥状食品の粘度、凝集性を調節す
ることを特徴とする上記〔６〕記載の喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・
嚥下特性を付与した即席粥状食品の製造方法や、〔８〕即席粥状食品の素に、ゲル化剤を
添加することによりゼリー状食品として調製するか、或いはトロミ剤を添加することによ
りとろみのついた食品として調製したことを特徴とする上記〔６〕又は〔７〕記載の喫食
調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与した即席粥状食品の製造方
法からなる。
【００１８】
　さらに本発明は、〔９〕上記〔６〕～〔８〕のいずれか記載の即席粥状食品の製造方法
によって製造された喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与し
た即席粥状食品からなる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、その喫食に際し、水又は湯を加え、手でかき混ぜて溶かすような攪拌・溶解
手段によって、簡単に、優れた食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与した
粥状食品を容易に調製することができる即席粥状食品の素を提供する。また、本発明は、
本発明の即席粥状食品の素を用いることにより、咀嚼・嚥下特性に優れ、咀嚼・困難者に
も供することができ、また、喫食者の好みに応じて、固さや物性、カロリーを調整するこ
とができ、更に喫食中に経時的な粘度変化を生じない即席粥状食品の製造方法、及び該即
席粥状食品の製造方法により製造される即席粥状食品を提供する。
【００２０】
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　すなわち、本発明の即席粥状食品の素は、米風味を有し、喫食中でも粘度変化などの状
態変化を起こさない優れた食味を有する粥状食品を提供することを可能とし、また、本発
明の即席粥状食品の素は、喫食者の好みに応じて、固さや物性、カロリーを調節すること
ができ、更に、咀嚼・嚥下困難者の喫食にも好ましい粘度、凝集性などの物性を付与した
粥状食品を提供することができる。例えば、本発明の即席粥状食品の素を用いて調製した
粥状食品は、好ましい粘度、凝集性などの物性の付与により、咀嚼・嚥下困難者用として
食べやすい物性でありながら、栄養面でも全粥と同等のカロリーを保持したものに調整で
きる。つまり、全粥のみならず、７分、５分粥の物性でありながら、カロリーは全粥と同
等のものに調整することもできる。また、本発明の即席粥状食品の素は、増粘多糖類のよ
うなゼリー剤を配合することにより、調製される粥状食品をゼリー状にしたり、トロミ剤
でとろみをつけて喫食するような粥状食品とすることもできる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、せん断による物理的低粘度化処理又は酵素、酸或いは酸化剤による低分子化
処理により、うるち米アルファ粉１重量部に水１０重量部を加えたときの粘度が５０～６
００ｍＰａ・ｓの範囲となるように調整した低粘度化うるち米アルファ化物を主成分とす
ることを特徴とする、水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物性の
安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の素、或いは、該低粘度化うる
ち米アルファ粉９０～４０重量部に、ＤＥ１～２４の澱粉分解物１０～６０重量部とを配
合した配合物を主成分とすることを特徴とする水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫
食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与する即席粥状食品の素か
らなる。また、本発明は、該即席粥状食品の素に、水又は湯を添加し、攪拌・混合するこ
とによって調製することを特徴とする喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・
嚥下特性を付与した即席粥状食品の製造方法からなる。更に、本発明は、該即席粥状食品
の製造方法によって製造される即席粥状食品からなる。
【００２２】
　本発明においては、即席粥状食品の素の調製に、低粘度化うるち米アルファ化物を用い
るが、かかる即席粥状食品の素の調製に用いる米は、うるち米であれば特に制限はない。
また、うるち米に、もち米を一部併用し低粘度化することにより米の風味、食感をかえる
こともできる。
【００２３】
　本発明で用いる低粘度化うるち米アルファ化物の調製には、せん断による物理的低粘度
化処理又は酵素、酸或いは酸化剤によるうるち米の低分子化処理と、うるち米のα化処理
が併用される。かかるうるち米の低分子化処理及びα化処理には、例えば、うるち米をエ
クストルーダー、マイクロ波加熱等による熱とせん断により物理的に低粘度化する方法、
酵素又は酸、酸化剤により低分子化した後ドラムドライアによりα化する方法、α化と同
時に酵素により低粘度化して乾燥する方法等を用いることができる。
【００２４】
　すなわち、本発明におけるうるち米の低分子化及びα化は、米粉をあらかじめ酵素、酸
、酸化剤にて低粘度化し、ドラムドライヤーでα化、又はエクストルーダー、マイクロ波
乾燥等のような熱及びせん断力により一般にα化する装置で行うことができる。その際、
澱粉分解物を一緒にα化しても良いし、後に混ぜることも可能である。最終アルファ化物
は、１０～２００メッシュ篩過するように調製することが好ましい。特に１０～６０メッ
シュに調整されたものがダマができにくくなめらかになり好ましい。かかる最終アルファ
化物は、その粉末状で使用することも可能であるが、顆粒状にして使用することが好まし
い。
【００２５】
　本発明で用いる低粘度化うるち米アルファ化物は、うるち米のアルファ化物の粘度が、
米粉アルファ化物１重量部に水１０重量部を加えたときの粘度が５０～６００ｍＰａ・ｓ
の範囲、好ましくは７０～３００ｍＰａ・ｓの範囲であるように調整される。例えば、低
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粘度化うるち米アルファ化物は、うるち米をエクストルーダやマイクロ波加熱等による物
理的に低粘度α化する方法や、酵素、酸、酸化剤により低粘度化した後ドラムドライヤー
にてアルファー化して製造されるが、かかる方法により調製された低粘度化うるち米アル
ファ化物は、該うるち米のアルファ化物１重量部に攪拌しながら水１０重量部を加え、５
分後の粘度が５０～６００ｍＰａ・ｓの範囲、好ましくは７０～３００ｍＰａ・ｓ（Ｂ型
回転粘度計　回転数１２ｒｐｍ　ローターＮｏ．３）の範囲に調整される。
【００２６】
　本発明においては、即席粥状食品の素の調製に、上記のように調製した低粘度化うるち
米アルファ化物とＤＥ１～２４の澱粉分解物とを配合した配合物を主成分として用いる。
かかる場合の低粘度化うるち米アルファ化物と澱粉分解物の配合比は、α化米粉９０～４
０重量部に対して、澱粉分解物１０～６０重量部の割合が用いられる。特に好ましくは、
α化米粉９０～６０重量部に対し、澱粉分解物１０～４０重量部の割合で配合される。か
かる配合は、例えば、低粘度化したうるち米のアルファ化物９０～４０重量部と、デキス
トリンのような澱粉分解物１０～６０重量部とを、粉体混合して混合物として調製するが
、該混合には、米粉とデキストリンなどの澱粉分解物を混合後、α化してもよいし、米粉
をあらかじめα化し、後でデキストリンなどの澱粉分解物を混合してもよい。
【００２７】
　本発明の即席粥状食品の素の調製において、低粘度化うるち米アルファ化物に配合する
澱粉分解物は、ＤＥ１～２４の澱粉分解物を用いるが、該澱粉分解物として、ＤＥ１～１
８のデキストリンを用いることが特に好ましい。すなわち、デキストリンなどの澱粉分解
物は、お粥の喫食中の状態変化を起こさせない性質を持つが、ＤＥが大きくなるとお粥に
甘味性を与える傾向にある。おおよそ、ＤＥは１～２４が使用可能で、ＤＥ１～１８が、
状態変化を起こさなく、甘味性が出なくお粥中の米の風味がすなおに出てより好ましい。
また、α化した米粉とデキストリンなどの澱粉分解物の比は、澱粉分解物の含有量が多く
なればなるほど、喫食中の粘度増加などの状態変化を抑えることができるが、澱粉分解物
を多く添加しすぎると米本来の風味が薄れてしまい本発明の目的から外れる。よって、前
記のとおり、低粘度化したうるち米のアルファ化物とデキストリンなどの澱粉分解物の比
は、９０：１０～４０：６０（α化した米粉９０～４０重量部に対し、澱粉分解物１０～
６０部）が使用可能であるが、お粥の状態、米粉の組成により変えることができる。更に
、９０：１０～６０：４０（α化した米粉９０～４０重量部に対し、澱粉分解物１０～６
０部）がより好ましい。
【００２８】
　配合するデキストリンなどの澱粉分解物のＤＥにより、調製される粥状食品の粘度に差
がでる。ＤＥが低いものを配合するほど、お粥の粘度が下がる性質があるので、デキスト
リンのなどの澱粉分解物ＤＥを変えることにより、米粉の配合割合や粘度を調節できる。
本発明の即席粥状食品の素の調製において、低粘度化したうるち米粉と、ＤＥ１～２４の
澱粉分解物との配合物は、両者を混合し、混合粉末状或いは更に造粒して、顆粒状の乾燥
粉末として調製することができる。
【００２９】
　本発明において、低粘度化うるち米アルファ化物に配合する澱粉分解物を調製する際の
澱粉原料としては、澱粉、加工澱粉、又は穀粉の分解物を用いることができる。例えば、
小麦、コーンスターチ、馬鈴薯、タピオカ、甘藷、サゴ、ワラビ、蓮、葛、緑豆など各種
澱粉及び加工澱粉若しくは米粉などの穀粉の分解物を使用することができる。風味などの
点からは、米粉そのものが好ましい。
【００３０】
　該澱粉の分解方法としては、酵素処理、酸処理、など一般に澱粉を加水分解する方法に
よりなされる。具体的には、原料を水に分散して２０～４０質量の懸濁液とし、ｐＨを５
～７に調節する。これにα－アミラーゼ、好ましくはBacillus licheniformisやBacillus
 amyloliquefaciensなど耐熱性のα－アミラーゼを添加し、適当な加熱装置、例えば加熱
加圧蒸煮釜やジエットクッカー、オンレーターなどを用いて、７０～１１０℃ 、より好
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ましくは８５～１００℃に加熱して加水分解を行う。酵素失活後、そのままの液、あるい
は適当な濾過装置、例えばロータリーバキュームフィルターやフィルタープレスなどを用
いて濾過した後、スプレードライヤーやドラムドライヤーなどの乾燥機により粉末化する
。上記の反応条件を一部変えることによってＤＥ＝１，４，８，１２，１８，２５，４０
の澱粉分解物を調製する。ＤＥとは、「ＤＥ＝還元糖％／固形分％×１００」の計算式で
求められるデキストロース当量を示しており、一般にＤＥ値が小さい程高分子多糖類とさ
れている。
【００３１】
　本発明においては、本発明の即席粥状食品の素を水又は湯を添加し、攪拌・混合するこ
とによって、喫食調製時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与した即席
粥状食品を製造することができる。一般的に、飲み込みやすさに関しては、通常のご飯か
ら作った全粥のミキサー粥は、粘度が高く、べたついて飲み込みにくいと言われている。
べたつかないお粥にしようとした場合、かなり水分量を増やす必要があり、カロリーダウ
ンを免れない。これに対して、本発明の粥状食品は、低粘度化したうるち米のアルファ化
物により水又はお湯を注ぎ簡単に攪拌するだけで喫食調製時の食味と物性の安定性及び優
れた咀嚼・嚥下特性を付与できる。更に澱粉分解物の選択、配合により、べたつきを抑え
、カロリーダウンしない又はカロリーアップしたものを調製できる。
【００３２】
　本発明においては、本発明の即席粥状食品の素を用いて、水又は湯を添加し、手でかき
混ぜ溶かす程度の攪拌・混合によって容易に喫食時の食味と物性の安定性及び優れた咀嚼
・嚥下特性を付与した即席粥状食品を調製することができるが、本発明における即席粥状
食品の調製に際しては、低粘度化したうるち米のアルファ化物と澱粉分解物の配合割合を
調整することにより、粥状食品の粘度、凝集性を調節することができる。本発明において
、即席粥状食品の素に、ゲル化剤を添加することによりお湯を注ぐだけで簡単にできる凝
集性の高いゼリー状食品として調製することができる。
【００３３】
　本発明の即席粥状食品の素を使用して即席粥状食品を調製する場合、栄養面、粘性、曳
糸性、凝集性、付着性などを考慮し、本発明品２０ｇに対して、喫食者の状態に合わせて
、水の量１００以下で溶かすのが望ましい。本発明の即席粥状食品の素は、咀嚼・嚥下困
難者用として食べやすい物性でありながら、栄養面でも全粥と同等のカロリー又はそれ以
上にしたものに調整できる。つまり、全粥のみならず、７分、５分粥の物性でありながら
、カロリーは全粥と同等又はそれ以上のものに調整することもできる。なお、全粥とは米
：水＝１：５（粥の濃度は２０％）、７分粥とは米：水＝１：７（粥の濃度は１５％）、
５分粥とは米：水＝１：１０（粥の濃度は１０％）で炊いたものである。
【００３４】
　本発明の即席粥状食品の素の調製に際して、α化米粉及び澱粉分解物以外の他の配合成
分を必要に応じて、即席粥状食品の素に添加して、食味や食感を向上させることができる
。例えば、澱粉、加工澱粉、不溶性食物繊維、難消化性デキストリン、難消化澱粉、ビタ
ミン、ミネラル、香料、フレーバー、甘味料等で、目的は栄養添加、味付け等である。こ
れら任意原料は、粥状食品を調製した後に添加してもよく、また粥状食品の素の中に加え
ておいてもよい。粥状食品の素と増粘多糖類との組み合わせで、お粥ゼリー状食品を作る
ことも可能。特に、嚥下障害者で程度がひどい喫食者には、ゼリー状が好まれる。ゼリー
の固さの調節も可能である。
【００３５】
　例えば、低粘度化したうるち米のアルファ化物とゲル化剤を併用させることによりお湯
を注ぎ攪拌するだけでまとまりのある又はゼリー状の物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下
特性付与した介護用粥状食品を簡単に調製することができる。かかる場合に使用するゲル
化剤とは、食品にゲル性を付与しゼリー状にするものを用いることができるが、例えば、
キサンタンガム、カラギーナン、ローカストビーンガム、グルコマンナン、ジェランガム
、寒天、ペクチン、ゼラチンなどの増粘多糖類を挙げることができる。
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【００３６】
　また、低粘度化うるち米のアルファ化物とトロミ剤を併用させることにより、水を注ぎ
簡単に攪拌するだけで飲み込み易いまとまりのある、物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下
特性付与する介護用粥状食品を調製することができる。トロミ剤とはアルファ澱粉、キサ
ンタンガム、グアガム、ローカストビーンガム、サイリウムシードガム、タマリンドガム
などを挙げることができる。
【００３７】
　以下、本発明を実施例により詳細に説明するが、本発明の技術的範囲は以下の実施例に
よって限定されるものではない。なお、本発明の実施例の記載において、単位は全て、記
載がないかぎり重量を表す。
【実施例】
【００３８】
　［実施例１］
　うるち米粉を原料とし、二軸エクストルーダーに供給、水はうるち米粉供給量に対し４
％から１２％の範囲でバレルから加えて膨化物を得る。膨化物は開き目２ｍｍの網を装着
した粉砕機で粉砕した後、熱風式乾燥機により水分が９％～１０％になるように乾燥させ
４２メッシュパスの粉末にし、米粉アルファ化物１部に対し水（２０℃）１０部を加えた
ときの粘度が３０ｍＰａ・ｓ、５０ｍＰａ・ｓ、７０ｍＰａ・ｓ、１００ｍＰａ・ｓ、１
４０ｍＰａ・ｓ、２００ｍＰａ・ｓ、４００ｍＰａ・ｓ、６００ｍＰａ・ｓのものを得た
。粘度は溶解５分後Ｂ型粘度計 回転数１２ｒｐｍ、ローターＮｏ．２、３で測定した。
【００３９】
　［実施例２］
　うるち米粉１００部に水１３０部を加え５０℃に加温して硫酸にてｐＨ１．０に保ち１
時間、３時間、５時間反応し苛性ソーダで中和しドラムドライヤーでα化し４２メッシュ
パスの粉末にしできたものは米粉アルファ化物１部に対し水（２０℃）１０部を加えたと
きの粘度が３００ｍＰａ・ｓ、１４０ｍＰａ・ｓ、８０ｍＰａ・ｓのものをえた。粘度は
溶解後５分後、Ｂ型回転粘度計　回転数１２ｒｐｍ、ローターＮｏ．２、３で測定した。
【００４０】
　［比較例１］
　うるち米粉１００部に水１３０部を加えをドラムドライヤーにかけてα化し、４２メッ
シュパスの粉末にしできたものは米粉アルファ化物１部に対し水（２０℃）１０部を加え
たときの粘度が７００ｍＰａ・ｓ、６０００ｍＰａ・ｓのものをえた。
【００４１】
　＜ペースト粥の評価Ｉ＞
　本発明品２０部に対して８０℃の湯１００部に溶かしペースト粥の官能評価をおこなっ
た（全粥）。結果を、表１に示す。粘度５０～６００ｍＰａ・ｓがペースト粥として良好
である。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
　＜ペースト粥の評価II＞
　本発明品（粘度１００ｍＰａ・ｓ）２０部に対し８０℃の湯の量を４０部、６０部、８
０部、１００部にそれぞれ溶かしペースト粥の官能評価を行った。結果を、表２に示す。
全粥（米：水　２０部：１００部）よりも少ない水の量でペースト粥ができカロリーアッ
プになる。
【００４４】
【表２】

【００４５】
　＜ペースト粥の評価III＞
　本発明品（（粘度１００ｍＰａ・ｓ）と澱粉分解物（ＤＥ＝１）を配合したもの）２０
部を８０℃の湯４０部（やわらかご飯）に溶かして官能評価をおこなった。結果を、表３
に示す。
【００４６】

【表３】
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【００４７】
　＜ゼリー粥の評価＞
　本発明品２０部、ゲル化剤３部をよく混合してお湯（８０℃）に攪拌しながら溶解して
厚生労働省　特別用途食品　高齢者用食品の試験法によりゲルを測定した。結果を、表４
に示す。
【００４８】
【表４】

【００４９】
　［実施例３］
　タピオカ澱粉を水に分散して２０～４０質量の懸濁液とし、ｐＨを５～７に調節した。
これに耐熱性のα－アミラーゼを添加し、オンレーターを用いて、８５～１００℃に加熱
して加水分解を行った。酵素失活後、ロータリーバキュームフィルターを用いて濾過した
後、スプレードライヤー乾燥機により粉末化した。上記の反応条件を一部変えることによ
ってＤＥ＝１，４，８，１２，１８，２５，４０の澱粉分解物を調製した。
【００５０】
　［実施例４］
　＜風味、物性について＞
　粘性、曳糸性、付着性、凝集性、また、風味・味（食味）等も考慮して、喫食に好まし
い範囲を判断するが、まずは、風味・味等から、使用に好ましい澱粉分解物のＤＥ、配合
割合について検討した。試験は、栄養士を含むモニター１８人で官能評価を行った。甘味
と風味を米粉：澱粉分解物＝９０：１０、４０：６０の場合について、各７種類のデキス
トリンで甘味度を比較した。ＤＥ＝１，４，８，１２，１８，２５，４０のものを使用し
た。結果を、表５、及び表６に示す。　結果、表５、表６からお粥としての味、風味から
判断すると、使用に好ましいデキストリンのＤＥは１２以下、配合割合は５割以下であっ
た。
【００５１】
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【表５】

【００５２】
【表６】

【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、その喫食に際し、水又は湯を加え、手でかき混ぜて溶かすような攪拌・溶解
手段によって、簡単に、優れた食味と物性の安定性及び優れた咀嚼・嚥下特性を付与した
粥状食品を容易に調製することができる即席粥状食品の素を提供する。また、本発明は、
本発明の即席粥状食品の素を用いることにより、咀嚼・嚥下特性に優れ、咀嚼・困難者に
も供することができ、また、喫食者の好みに応じて、固さや物性、カロリーを調整するこ
とができ、更に喫食中に経時的な粘度変化を生じない即席粥状食品の製造方法、及び該即
席粥状食品の製造方法により製造される即席粥状食品を提供する。
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